
職場体験講習事業（緊急地域就職促進プロジェクト）

目的

　この事業は、職をお探しの中高年の方に、1ヶ月程度、中小企業を中心とする企業の職場

を実際に体験していただくことにより、職をお探しの中高年の方と企業の相互理解を深め

てもらい、早期就職に役立てていただくこととするものです。

職場体験講習とは

　原則として 1 ヶ月間、中小企業を中心とする企業の職場において、求職者の方に実際に

仕事を体験させていただくものです。

対象者

　次のいずれかに該当する事業主であって、雇用保険の適用事業主の皆様であれば原則と

して職場体験講習を実施することができます。

（１）この事業を実施する事業主団体の傘下の中小企業事業主

（２）（１）以外の事業主で、この事業を実施する事業主団体が職場体験講習を実施するこ

とが適当と認める事業主

　ただし、職場体験講習は、あらかじめ実施する地域を限定していますので、（１）又は（２）

に該当しても対象とならない場合があります。

支援内容

　職場体験講習委託費

日　　　数 職場体験講習委託費

事業所（1人あたり）
職場体験講習奨励金

求職者（1人あたり）
5日～8日以下 6,000円 30,000円
9日～12日以下 12,000円 60,000円
13日～16日以下 18,000円 90,000円
17日～25日以下 24,000円 120,000円



制度のフロー

１．中央会より事業所へ事業案内送付

２．事業所より講習内容登録所を中央会へ提出

３．中央会は職安へ講習内容登録書を提出

４．職安は中高年（45歳以上 60歳未満）の求職者より職場体験講習受講者を決め、事業所

と公衆の確認、講習開始日の調整等を行う。

５．講習終了後、事業所は中央会へ、職場体験講習委託費（事業所）及び職場体験講習奨

励金（求職者）の申請書を提出する。

６．中央会は沖縄県地域雇用開発協議会へ申請書を提出

７．沖縄県地域雇用開発協議会より職場体験講習委託費（事業所）、職場体験講習奨励金（求

職者）をそれぞれへ支給（講習終了後、それぞれの口座へ振り込まれます。）

お問い合わせ先

沖縄県中小企業団体中央会

ＴＥＬ０９８－８６８－２５２５　ＦＡＸ０９８－８６７－２３０５

Ｅ－ＭＡＩＬ：okinawa@ocnet.or.jp


